
 

養護者による障害者虐待が発生した場合の対応 

 

 

 

養護者による虐待の通報・届出   

 

 

犬山市障害者虐待防止センター受付 

      （受付記録の作成※）      ※基幹職員・障害者支援課にて聞き取り 

 

 

    対応方針の協議《コアメンバー※》※障害者支援課担当・基幹職員 

   （通報内容の検討）      （課長、補佐、統括、担当、基幹） 

 

  

  事実確認・訪問調査    ※障害者支援課職員(必須) 

   （情報収集、安否確認）    基幹職員同行 

 

 

    ケース会議 コアメンバー、自立支援協議会委員、関係事業所など 

     

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

犬山市障害者虐待防止センター（犬山市役所 障害者支援課内） 

【平日 8:30-17:15】 (0568)44-0321  【左記以外】 (0568)61-1800 

必要に応じて 

愛知県へ相談・報告 

立入調査(安否確認) 

ケース会議 

障害者の保護 

やむを得ない 

事由による措置 

障害者へ 

の支援 

養護者へ 

の支援 

成年後見制度

利用開始の審

判請求 

モニタリング・障害者虐待の終結 

事例により高齢者虐待・児童虐待へ連絡 

自立支援協議会 

資料５－１ 


